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１．特定都市河川の概要

○特定都市河川浸水被害対策法（以下、「特定都市河川法」という。）は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害対策
の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の浸透を著しく妨げ
る行為の許可その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図るも
のである。

○今般、気候変動により水災害が激甚化・頻発化しており、「市街化の進展」以外の要因により、河道等の整備による浸水被
害の防止が困難となる状況が生じている。そのため、特定都市河川が改正され、「当該河川が接続する河川の状況若しくは
当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性」により、河道等の整備のみでは浸水被害の防止が
困難な河川及びその流域について、指定の対象に加え、全国で流域一体となった浸水被害対策の推進を図ることとされた。
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１．特定都市河川の概要

■特定都市河川浸水被害対策法の制度・施策等
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１．特定都市河川の概要

■指定状況（令和５年４月１日時点）

○ 特定都市河川は、全国で14水系171河川が指定。（令和５年４月１日時点）
○ 広島県内においても2水系2河川が指定されている。

出典：国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html 3
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